
 

新たな風水害に対応した防災体制の整備に係る 

岩手県地域防災計画修正の概要 

 
１ 修正のポイント 

  台風第 10 号災害の教訓等を踏まえた、県、市町村等の防災体制や社会福祉施設等の防災体制の強

化、住民や自主防災組織等に対する防災意識高揚のための取組等について、県地域防災計画に反映す

るもの。 

 

２ 修正内容 

 ⑴ 県・市町村等における防災体制の強化 

  ○ 避難勧告等の用語の意味について広報による周知徹底【第２章第５節避難対策計画】 

  ○ 水位周知河川の指定の推進【第２章第 13節風水害予防計画】 

○ 台風等、災害の発生が予測される場合の早期の体制移行【第３章第１節活動体制計画】 

○ 市町村本部長を補佐し、災害応急対策を円滑に行うための組織の設置【第３章第１節活動体制

計画】 

○ 避難勧告等発令のための実践的な訓練の実施【第３章第 15節避難・救出計画】 

  ○ 気象台、河川国道事務所、県、専門家等による「風水害対策支援チーム」の設置による、市町

村の避難勧告等発令支援【第３章第 15節避難・救出計画】 

  ○ 「風水害対策支援チーム」による検討結果の市町村長等への伝達【第３章第 15 節避難・救出

計画】 

  ○ 台風接近時等、大雨の予報等が発表された段階から、災害の危険が去るまでの間の住民、要配

慮者利用施設への情報伝達【第３章第 15節避難・救出計画】 

 ⑵ 社会福祉施設等における防災体制の強化 

  ○ 要配慮者を対象とした訓練を、地域の自治会、自主防災組織、消防団等と連携して実施【第２

章第３節防災訓練計画】 

○ 市町村と要配慮者施設の間の情報伝達体制の整備【第２章第６節要配慮者の安全確保計画】 

 ⑶ 住民・自主防災組織等に対する防災意識の高揚 

  ○ 住民等に対する地域の危険箇所の周知や、自主防災組織における地域の危険箇所の把握等【第

２章第１節防災知識普及計画、第２節地域防災活動活性化計画】 

  ○ 地域の自主防災組織や自治会等による指定緊急避難場所、避難所の開設【第３章第 15節避難・

救出計画】 

  
３ その他 

①国の防災基本計画の修正、②平成 28 年熊本地震の教訓、③防災関係機関等への意見照会を踏ま

えた県地域防災計画の修正案については現在調整中であり、今回の「新たな風水害に対応した防災体

制の整備」に係る修正案と併せて、別途各幹事に意見照会のうえ成案とし、3 月開催の防災会議に諮

るものであること。 

資料７ 
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 新旧対照表 

《新たな風水害対応分》 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-2 第1節 防災知識普及計画 

 

第2 防災知識の普及 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

○ [略] 

ア～キ [略] 

○ [略] 

ア、イ [略] 

ウ 平常時における心得 

① 避難場所、避難道路等を確認する。 

 

②～⑥ [略] 

○ [略] 

 

第1節 防災知識普及計画 

 

第2 防災知識の普及 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

○ [略] 

ア～キ [略] 

○ [略] 

ア、イ [略] 

ウ 平常時における心得 

① 地域の危険箇所や 避難場所、避難道路等を

確認する。 

②～⑥ [略] 

○ [略] 

 

修正 

理由 

○ 新たな風水害に対応した地域防災体制の整備に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-4 第2節 地域防災活動活性化計画 

 

第2 自主防災組織の育成強化 

 

（1） [略] 

（2）自主防災組織の活動 

○ 市町村は、自主防災組織が効果的な防災活動

を行えるよう、あらかじめ、自主防災組織が実

施する業務を定め、平常時及び災害時に分担す

る任務を、班編成等により明確にする。 

ア 平常時の活動 

①～⑤ [略] 

 

 

第2節 地域防災活動活性化計画 

 

第2 自主防災組織の育成強化 

 

（1） [略] 

（2）自主防災組織の活動 

○ 市町村は、自主防災組織が効果的な防災活動

を行えるよう、あらかじめ、自主防災組織が実

施する業務を定め、平常時及び災害時に分担す

る任務を、班編成等により明確にする。 

ア 平常時の活動 

①～⑤ [略] 

⑥ 地域の危険箇所や避難場所等の把握、発災時

における地域内での連絡体制の構築 

修正 

理由 

○ 新たな風水害に対応した地域防災体制の整備に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-7 第3節 防災訓練計画 

 

第2 実施要領 

 

2 実施に当たって留意すべき事項 

県及び市町村は、訓練の企画、実施に当たって

は、次の事項に留意する。 

ア～エ [略] 

オ 要配慮者を対象とした訓練の実施 

医療施設、福祉施設等における入居者の避

難、誘導など、要配慮者を対象とした訓練を実

施する。 

 

カ～ケ [略] 

第3節 防災訓練計画 

 

第2 実施要領 

 

2 実施に当たって留意すべき事項 

県及び市町村は、訓練の企画、実施に当たって

は、次の事項に留意する。 

ア～エ [略] 

オ 要配慮者を対象とした訓練の実施 

医療施設、福祉施設等における入居者の避

難、誘導など、要配慮者を対象とした訓練を 、

地域の自治会、自主防災組織、消防団等と連携

して 実施する。 

カ～ケ [略] 

修正 

理由 

○ 新たな風水害に対応した地域防災体制の整備に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-18 第5節 避難対策計画 

 

第 6 避難に関する広報 

○ 県及び市町村は、住民が的確な避難行動をと

ることができるよう、平常時から、避難場所、

避難経路、危険箇所及び過去の浸水区域等を示

した防災マップ、広報誌、パンフレット等の活

用、講習会、避難防災訓練の実施など、あらゆ

る機会を利用して、避難に関する広報活動を行

い、住民に対する周知徹底を図る。 

避難場所

等に関す

る事項 

[略] 

避難行動

に関する

事項 

ア 平常時における避難の心得 

 

イ 避難勧告等の伝達方法 

ウ 避難の方法 

エ 避難後の心得 

災害に関

する事項 

[略] 

 

第5節 避難対策計画 

 

第 6 避難に関する広報 

○ 県及び市町村は、住民が的確な避難行動をと

ることができるよう、平常時から、避難場所、

避難経路、危険箇所及び過去の浸水区域等を示

した防災マップ、広報誌、パンフレット等の活

用、講習会、避難防災訓練の実施など、あらゆ

る機会を利用して、避難に関する広報活動を行

い、住民に対する周知徹底を図る。 

避難場所

等に関す

る事項 

[略] 

避難行動

に関する

事項 

ア 平常時における避難の心得 

イ 避難勧告等の用語の意味 

ウ 避難勧告等の伝達方法 

エ 避難の方法 

オ 避難後の心得 

災害に関

する事項 

[略] 

 

修正 

理由 

○ 新たな風水害に対応した地域防災体制の整備に伴う修正  
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-23 第6節 要配慮者の安全確保計画 

 

第2 実施要領 

 

2 災害情報等の伝達体制の整備 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

 

第6節 要配慮者の安全確保計画 

 

第2 実施要領 

 

2 災害情報等の伝達体制の整備 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ 市町村は、要配慮者利用施設の管理者に対

し、避難勧告等を確実に伝えるための情報伝達

体制を整備する。 

修正 

理由 

○ 新たな風水害に対応した地域防災体制の整備に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-48 第13節 風水害予防計画 

 

第10 浸水想定区域の公表及び周知 

 

 

 

 

○ 国土交通省及び県は、洪水予報河川又は 水

位情報周知河川 が氾濫した場合に浸水が想定

される区域を洪水浸水想定区域として指定す

るとともに、洪水浸水想定区域及び浸水した場

合に想定される水深及び浸水継続時間等を公

表し、関係市町村に通知する。 

○ [略] 

第13節 風水害予防計画 

 

第10 浸水想定区域の公表及び周知 

 

○ 県は、洪水により相当な損害を生ずるおそれ

がある河川について、水位周知河川への指定を

推進する。 

○ 国土交通省及び県は、洪水予報河川又は 水位

周知河川 が氾濫した場合に浸水が想定される

区域を洪水浸水想定区域として指定するとと

もに、洪水浸水想定区域及び浸水した場合に想

定される水深及び浸水継続時間等を公表し、関

係市町村に通知する。 

○ [略] 

修正 

理由 

○ 新たな風水害に対応した地域防災体制の整備に伴う修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-18 第1節 活動体制計画 

 

第 4 市町村の活動体制 

○ [略] 

○ 市町村本部の設置基準、配備体制の種別及び

基準は、県計画に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

○ [略] 

第1節 活動体制計画 

 

第 4 市町村の活動体制 

○ [略] 

○ 市町村本部の設置基準、配備体制の種別及び

基準は、県計画に準ずる ものとする。特に、台

風等、災害の発生が予測される場合には、災害

発生前であっても、災害応急対策を実施するた

めの全庁的な体制に移行する。 

○ 市町村は、本部長を補佐し、各部等の総合調

整、関係機関との連絡調整、災害応急対策等を

円滑に行うための組織を設置する。 

○ [略] 

修正 

理由 

○ 新たな風水害に対応した地域防災体制の整備に伴う修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-122 

 

 

第15節 避難・救出計画 

 

第1 基本方針 

 

1～3 [略] 

 

 

 

 

第 2 [略] 

 

第 3 実施要領 

 

1 避難勧告等 

（1）避難勧告等の実施及び報告 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ 県その他の防災関係機関は、市町村から求め

があった場合には、避難勧告等の対象地域等に

ついて助言する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 市町村本部長は、避難勧告等を行った場合に

は、速やかにその旨を県本部長に報告する。 

○ [略] 

○ [略] 

 

（2） [略] 

 

（3）避難勧告等の周知 

ア 地域住民等への周知 

 

 

第15節 避難・救出計画 

 

第1 基本方針 

 

1～3 [略] 

4 市町村は、避難勧告等の発令が円滑に行える

よう、様々な災害発生状況を考慮した実践的な

訓練を実施する。 

 

第 2 [略] 

 

第 3 実施要領 

 

1 避難勧告等 

（1）避難勧告等の実施及び報告 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ 県その他の防災関係機関は、市町村から求め

があった場合には、避難勧告等の対象地域等に

ついて助言する。 

○ 県は、台風等、災害の発生が予想される場合

には、盛岡地方気象台、岩手河川国道事務所、

専門家等による「風水害対策支援チーム」を設

置する。同チームは、市町村の避難勧告等の発

令状況を確認するとともに、チーム内で情報や

知見を共有し、避難勧告等の対象となる市町村

及び助言内容を検討する。 

○ 県は、「風水害対策支援チーム」で検討した、

避難勧告等発令を判断するための情報や助言

内容等について、市町村長等へ伝達する。 

○ 市町村本部長は、避難勧告等を行った場合に

は、速やかにその旨を県本部長に報告する。 

○ [略] 

○ [略] 

 

（2） [略] 

 

（3）避難勧告等の周知 

ア 地域住民等への周知 

 

○ 実施責任者は、台風接近時等において、大雨
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1-3-125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 実施責任者は、避難勧告等の内容を、直接の

広報（防災行政無線、広報自動車等）又は広報

媒体（ラジオ、テレビ）によって、直ちに、地

域住民等への周知徹底を図る。 

また、海水浴場、その他観光施設等の不特

定多数の者が集まる場所にあってもあらかじ

め、伝達体制を整備し、直ちに、来訪者に周

知徹底を図る。 

 

 

○ [略] 

 

4 避難場所の開設 

○ [略] 

○ [略] 

 

 

 

 

5 避難所の設置、運営 

（1）避難所の設置 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

ア～エ[略] 

○ [略] 

ア～ウ[略] 

○ [略] 

○ [略] 

 

 

の予報等が発表された段階から、災害の危険が

去るまでの間、避難勧告等発令の今後の見通

し、発令時にとるべき避難行動について、逐次、

住民や要配慮者利用施設の管理者に対して伝

達する。 

○ 実施責任者は、避難勧告等の内容を、直接の

広報（防災行政無線、広報自動車等）又は広報

媒体（ラジオ、テレビ）によって、直ちに、地

域住民等への周知徹底を図る。 

また、海水浴場、その他観光施設等の不特

定多数の者が集まる場所にあってもあらかじ

め、伝達体制を整備し、直ちに、来訪者に周

知徹底を図る。 

○ 実施責任者は、災害の種別に応じた避難勧告

等の伝達文をあらかじめ作成しておく。 

○ [略] 

 

4 避難場所の開設 

○ [略] 

○ [略] 

○ 市町村は、避難場所の開設を地域の自主防災

組織や自治会等に委託するなど、迅速な開設に

努める。 

 

5 避難所の設置、運営 

（1）避難所の設置 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

ア～エ[略] 

○ [略] 

ア～ウ[略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ 市町村は、避難所の設置を地域の自主防災組

織や自治会等に委託するなど、迅速な設置に努

める。 

修正 

理由 

○ 新たな風水害に対応した地域防災体制の整備に伴う修正 
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